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令和２年度の調査審議等の状況 

（令和２年４月～令和３年３月） 

Ⅰ 全体 

１ 諮問・答申件数 

令和２年度の諮問件数は９４９件，答申件数は８３５件である。 

なお，平成１３年度から令和２年度までの総諮問件数は１８，２９１件，総答申件

数は１６，７２７件であり，令和２年度末時点で審議中の件数は９１２件である。 

○情報公開関連と個人情報保護関連の総計

［令和２年度］ （単位：件） 

諮問件数 答申件数 取下件数 

情報公開 ７０４ ６０２ ４４ 

個人情報保護 ２４５ ２３３ ８ 

合  計 ９４９ ８３５ ５２ 

［令和２年度］  （単位：件） 

諮問件数 答申件数 取下件数 

行政機関 ８３５ ７３７ ４２ 

独立行政法人等 １１４ ９８ １０ 

合  計 ９４９ ８３５ ５２ 

［平成１３年度～令和２年度］  （単位：件） 

諮問件数 

（a） 

答申件数 

（b） 

取下件数 

（c） 

審議中の件数 

（令和２年度末） 

（a-b-c） 

行政機関 １５，９５８ １４，６２４ ５１４ ８２０ 

独立行政法人等 ２，３３３ ２，１０３ １３８ ９２ 

合  計 １８，２９１ １６，７２７ ６５２ ９１２ 

（注１）答申件数の行政機関と独立行政法人等の別は諮問時の別による。 

（注２）諮問件数等は，情報公開審査会（平成１７年４月１日の情報公開・個人情報保護審査会設置

法施行前の名称）の実績との累計である。以降，本資料において共通。 

１－１ 中間答申 

令和２年度においては，情報公開・個人情報保護審査会運営規則２４条３項の規定

に基づく中間答申の実績はなかった。 

１－２ 取下げ 

令和２年度における諮問事件の取下げは，合計で５２件であり，その内訳は以下の

とおりである。 
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（取下げ件数及び理由の内訳）                              

諮問種別 行政機関 独立行政法人等 合計 

情報公開 ３５件 ９件 ４４件 

個人情報保護 ７件 １件 ８件 

合計 ４２件 １０件 ５２件 

 

取下げ理由 件数   

不服申立人の自主的な取下げ １９件  

審査会意見通知 １４件  

全部開示 ３件  

改めて開示決定等を実施 ２件  

却下 ８件  

その他 ６件  

合計 ５２件  

 

２ 答申結果の分類 

令和２年度に出された答申件数（８３５件）のうち，諮問庁の判断は妥当でないと

したもの（一部妥当でないとしたものを含む。）は，２２４件（２６．８％）である。 

 

 情報公開 個人情報保護 合計 

諮問庁の判断は妥当でな

いとしたもの 

４８件 

（８．０％） 

１１件 

（４．７％） 

５９件 

（７．１％） 

諮問庁の判断は一部妥当

でないとしたもの 

９８件 

（１６．３％） 

６７件 

（２８．８％） 

１６５件 

（１９．７％） 

小計（諮問庁の判断は妥当でない (一部妥当でないも含む) としたもの） 
２２４件 

（２６．８％） 

諮問庁の判断は妥当であ

るとしたもの 

４５６件 

（７５．７％） 

１５５件 

（６６．５％） 

６１１件 

（７３．２％） 

合計 
６０２件 

（１００％） 

２３３件 

（１００％） 

８３５件 

（１００％） 

 
答申結果の分類 

情報公開       個人情報保護         合計 
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３ 平均処理期間・審議回数 

令和２年度の答申（８３５件）について，平均処理期間は２７８．９日，平均審議

回数は２．５回であり，最短の事件では４３日で処理が終了しており（令和２年度（行

個）答申第５０号），最長の事件では１，１４８日かかっている（令和２年度（行情）答申第

５３８号）。 

なお，インカメラ決定のみであった審議を除いた平均審議回数は２．１回である。 

答申までの所要日数の分布をみると，全体の約２分の１は９か月以内で答申を出し

ており，全体の約４分の３は１２か月以内に答申を出している。 

 
 

４ 口頭意見陳述，口頭説明聴取等の実績 

令和２年度の答申（８３５件）についてみると， 

（１）不服申立人等から口頭意見陳述の聴取を行った実績はない。 

（２）諮問庁から口頭説明を聴取したとする記載のあるものはない。 

（３）令和２年度に不服申立人等の口頭意見陳述及び諮問庁の口頭説明の聴取を地

方において行った実績はない。 

（４）調査審議の経過欄に，「参考人」と記載のあるものはない。なお，審査会発足

以降の実績は，後掲の別表のとおりである。 

 

５ インカメラ 

令和２年度の答申（８３５件）についてみると，対象文書又は対象保有個人情報を

見分したとの記載があるのは３９０件である。 

（注）答申の調査審議の経過欄に，「本件対象文書の見分」等と記載されている答申数である。対象文

書等が不存在である場合，存否応答拒否の正当性が争われている場合，一定の様式に記入された

個人情報であり，その記載項目によって開示・不開示の判断が可能な場合など，事柄の性格上イ

ンカメラ審理を要しない場合がある。 

 

６ ヴォーンインデックス 

令和２年度の答申（８３５件）についてみると，諮問庁から情報公開・個人情報保

護審査会設置法（以下「設置法」という。）９条３項の資料（ヴォーンインデックス）

の提出を受けたとの記載があるものはない。 

（注）ただし，ヴォーンインデックスと呼ぶことが適当であるかどうかは別として，諮問庁が自主的

に，あるいは事務局の要請に応じて開示請求対象文書等の内容を整理した資料を提出している場

合がある。 
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７ 特徴のある事件 

不存在事件，存否応答拒否事件等の特徴のある諮問事件については，以下のとおり

である。 

 

（諮問）                             （単位：件） 

 情報公開 個人情報保護 合 計 

不存在事件 １４３ ２８ １７１ 

存否応答拒否事件 ５５ ４ ５９ 

文書等の特定を争う事件 ８１ １４ ９５ 

逆ＦＯＩＡ事件 ６ ０ ６ 

行政文書等非該当事件 １ ７ ８ 

適用除外事件 ３ ６ ９ 

その他事件 ４１５ １８６ ６０１ 

合 計 ７０４ ２４５ ９４９ 

（注１）「不存在事件」，「存否応答拒否事件」，「文書等の特定を争う事件」，「行政文書等非該当事件」， 

「適用除外事件」とは，当該特徴のみを争った諮問事件をいう。以降，本資料において共通。 

（注２）答申に至るまでに争点が変わることにより，分類が変わることがあるので，上記の数は変動す

ることがある。以降，本資料において共通。 

 

諮問件数     情報公開（７０４件）         個人情報保護（２４５件） 

 

合計（９４９件） 
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（答申）                             （単位：件） 

 答申件数 答申結果別の内訳 

情報 

公開 

個人情

報保護 
合 計 

妥当でない 

妥当 

である 

 全部を 

妥当で

ない 

一部妥

当でな

い 

不存在事件 １７８ ４０ ２１８ １５ １３ ２ ２０３ 

存否応答拒否事件 ４１ ５ ４６ ６ ６ ０ ４０ 

文書等の特定を争う事件 ８６ ２０ １０６ ２６ ２３ ３ ８０ 

逆ＦＯＩＡ事件 ２ ０ ２ １ ０ １ １ 

行政文書等非該当事件 ４ ２ ６ ２ １ １ ４ 

適用除外事件 ３ ７ １０ ０ ０ ０ １０ 

その他事件 ２８８ １５９ ４４７ １７４ １６ １５８ ２７３ 

合 計 ６０２ ２３３ ８３５ ２２４ ５９ １６５ ６１１ 

 

答申件数 

情報公開（６０２件） 

 
個人情報保護（２３３件） 

 

合計（８３５件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答申結果別の内訳 

「妥当でない（一部妥当でないも含む）」

（２２４件） 

 

「全部を妥当でない」（５９件） 

 

「妥当である」（６１１件） 
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７－１ 不存在事件 

不存在事件については，令和２年度で１７１件（情報公開１４３件，個人情報保護

２８件）の諮問を受け，令和元年度以前の諮問も含め，２１８件（情報公開１７８件，

個人情報保護４０件）について答申を出している。 

この不存在事件に関する答申のうち，全部を妥当でないとしたもの（文書が存在す

るとしたもの等）は，１３件あり，情報公開関連が１１件（注１），個人情報保護関連

が２件（注２）である。 

（注１）令和２年度（行情）答申第１５８号，第１８５号，第２５５号ないし第２５９号，第２８９

号，第４１７号及び第５３９号並びに令和２年度（独情）答申第３１号  

（注２）令和２年度（行個）答申第９３号及び令和２年度（独個）答申第２９号 

 

７－２ 存否応答拒否事件 

存否応答拒否事件については，令和２年度に５９件（情報公開５５件，個人情報保

護４件）の諮問を受け，令和元年度以前の諮問も含め，４６件（情報公開４１件，個

人情報保護５件）について答申を出している。 

この存否応答拒否事件に関する答申のうち，全部を妥当でないとしたものは，６件

あり，情報公開関連が４件（注１），個人情報保護関連が２件（注２）である。 

（注１）令和２年度（行情）答申第２７号，第３３８号，第４２８号及び第４９１号 

（注２）令和２年度（行個）答申第１０９号及び第１７９号 

 

７－３ 文書・保有個人情報の特定を争う事件 

文書・保有個人情報の特定を争う事件については，令和２年度に９５件（情報公開

８１件，個人情報保護１４件）の諮問を受け，令和元年度以前の諮問を含め，１０６

件（情報公開８６件，個人情報保護２０件）について答申を出している。 

この文書等の特定を争う事件に関する答申のうち，全部を妥当でないとしたものは，

２３件あり，情報公開関連が２２件（注１），個人情報保護関連が１件（注２）である。 

（注１）令和２年度（行情）答申第２１号，第６１号ないし第６４号，第１１３号，第１２１号，第

２４９号，第３００号，第３０１号，第３０３号，第３１８号，第３１９号，第３３０号，第

３５２号，第３５７号，第４５０号，第４７３号及び第４９５号並びに令和２年度（独情）答

申第６号，第３０号及び第４７号 

（注２）令和２年度（行個）答申第１４５号 

 

７－４ 逆ＦＯＩＡ（第三者不服申立て）事件 

処分庁が開示するとした部分について，第三者が当該部分の不開示を求める逆ＦＯ

ＩＡに関する事件については，令和２年度に６件（情報公開６件，個人情報保護０

件）の諮問を受け，令和元年度以前の諮問を含め，２件（情報公開２件，個人情報保

護０件）について答申を出している。 

  

７－５ 行政文書等非該当事件 

行政文書等非該当事件については，令和２年度に８件（情報公開１件，個人情報保

護７件）の諮問を受け，令和元年度以前の諮問を含め，６件（情報公開４件，個人情

報保護２件）について答申を出している。 

この行政文書等非該当事件に関する答申のうち，全部を妥当でないとしたものは，

１件あり，個人情報保護関連（注）である。 

（注）令和２年度（独個）答申第１２号 

 

７－６ 適用除外事件 

適用除外事件については，令和２年度に９件（情報公開３件，個人情報保護６件）
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の諮問を受け，令和元年度以前の諮問を含め，１０件（情報公開３件，個人情報保護

７件）について答申を出している。 

 

８ その他 

原処分について，「違法」等であるとして取り消すべきとした答申については，次の

とおりである。 

 

８－１ 理由の提示の不備 

原処分は理由の提示に不備がある違法なものであるとして，これを取り消すべきと

した答申は，５件あり，情報公開関連が３件（注１），個人情報保護関連が２件（注２）

である。 

（注１）令和２年度（独情）答申第７号，第１９号及び第４３号 

（注２）令和２年度（独個）答申第９号及び第２２号 

 

８－２ 形式上の不備 

形式上の不備を理由に不開示とした原処分について，これを取り消すべきとした答

申は，３件あり，全て情報公開関連である（注）。 

（注）令和２年度（行情）答申第２７４号ないし第２７６号 

 

９ 総会（委員の全員をもって構成する合議体）及び運営会議 

 

９－１ 総会 

令和２年度は，設置法６条２項に基づく総会は開催しなかった。 

 

９－２ 運営会議 

令和２年度は，情報公開・個人情報保護審査会運営規則２９条に基づき，運営会議

を開催した（令和２年１０月７日）。 

 

１０ 各部会の調査審議回数 

各部会は，原則として毎週，定例日を定めて調査審議を行った。 

 

 調査審議回数 

第１部会 ２８回 

第２部会 ２７回 

第３部会 ２８回 

第４部会 ２５回 

第５部会 ２０回 
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（別表）答申の調査審議の経過欄に，「参考人」と記載のあるもの 

 行情（注１） 独情（注２） 

平成１３年度 ５５  

平成１４年度 

８３，１６４，１８１，２７

９，３９５，４２６，４２７，

４２８，４２９，４３０，４６

９，５２７ 

 

平成１５年度 
３７０，４５４，５０９，５９

０，５９１ 
４４ 

平成１６年度 ３１９，４８８，５５５  

平成１７年度 
１２９，１３０，１３３，２３

０，２３１，４８８ 
９ 

平成１８年度   

平成１９年度  １０３ 

平成２０年度 ２６２  

平成２１年度 ２８８，３３０ ６，１０ 

平成２２年度   

平成２３年度   

平成２４年度 ５３７，５３８  

平成２５年度 ４２２  

平成２６年度   

平成２７年度   

平成２８年度   

平成２９年度   

平成３０年度   

令和元年度   

令和２年度   

（注１） 数字は答申番号である。 

（注２） 個人情報保護について，該当する答申はない。 
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Ⅱ 情報公開 

 

１ 諮問・答申件数 

令和２年度の諮問件数は７０４件，答申件数は６０２件である。 

なお，平成１３年度から令和２年度までの総諮問件数は１４，６１３件，総答申件

数は１３，３８５件であり，令和２年度末時点での審議中の件数は６７９件である。 

 

 ○情報公開関連 

［令和２年度］                  （単位：件） 

 諮問件数 答申件数 取下件数 

行政機関 ６４３ ５４６ ３５ 

独立行政法人等 ６１ ５６ ９ 

合  計 ７０４ ６０２ ４４ 

 

［平成１３年度～令和２年度］                  （単位：件） 

 諮問件数 

 

（a） 

答申件数 

 

（b） 

取下件数 

 

（c） 

審議中の件数 

（令和２年度末） 

（a-b-c） 

行政機関 １３，１２６ １２，０６０ ４３５ ６３１ 

独立行政法人等 １，４８７ １，３２５ １１４ ４８ 

合  計 １４，６１３ １３，３８５ ５４９ ６７９ 

 

 

２ 答申結果の分類 

令和２年度に出された答申件数（６０２件）のうち，諮問庁の判断は妥当でないと

したもの（一部妥当でないとしたものを含む。）は，１４６件（２４．３％）である。 

 

 行政機関 独立行政法人等 合計 

諮問庁の判断は妥当で

ないとしたもの 

３８件 

（７．０％） 

１０件 

（１７．９％） 

４８件 

（８．０％） 

諮問庁の判断は一部妥

当でないとしたもの 

７８件 

（１４．３％） 

２０件 

（３５．７％） 

９８件 

（１６．３％） 

小計（諮問庁の判断は妥当でない (一部妥当でないも含む) としたも

の）  

１４６件 

（２４．３％） 

諮問庁の判断は妥当で

あるとしたもの 

４３０件 

（７８．７％） 

２６件 

（４６．４％） 

４５６件 

（７５．７％） 

合 計 
５４６件 

（１００％） 

５６件 

（１００％） 

６０２件 

（１００％） 

 

 

 

 

9



答申結果の内訳 

      行政機関         独立行政法人等 

  

 

 

３ 平均処理期間・審議回数 

令和２年度の答申（６０２件）について，平均処理期間は２７６．３日，平均審議

回数は２．５回であり，最短の事件では４７日で処理が終了しており（令和２年度（独

情）答申第１０号），最長の事件では１，１４８日かかっている（令和２年度（行情）答申第

５３８号）。 

なお，インカメラ決定のみであった審議を除いた平均審議回数は２．１回である。 

答申までの所要日数の分布をみると，全体の約２分の１は８か月以内で答申を出し

ており，全体の約４分の３は１２か月以内に答申を出している。 

 

 

 

 

 

４ 口頭意見陳述，口頭説明聴取等の実績 

令和２年度の答申（６０２件）についてみると， 

（１）不服申立人等から口頭意見陳述の聴取を行った実績はない。 

（２）諮問庁から口頭説明を聴取したとする記載のあるものはない。 

（３）調査審議の経過欄に，「参考人」と記載のあるものはない。 

 

答申所要日数 

（
件
数
） 

（所要日数） 
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５ インカメラ 

令和２年度の答申（６０２件）についてみると，対象文書を見分したとの記載があ

るのは２７０件となっている。 

（注）答申の調査審議の経過欄に，「本件対象文書の見分」等と記載されている答申数である。対象

文書が不存在である場合，存否応答拒否の正当性が争われている場合，一定の様式に記入された

個人情報であり，その記載項目によって開示・不開示の判断が可能な場合など，事柄の性格上イ

ンカメラ審理を要しない場合がある。 

 

 

６ ヴォーンインデックス 

令和２年度の答申（６０２件）についてみると，諮問庁から設置法９条３項の資料

（ヴォーンインデックス）の提出を受けたとの記載があるものはない。 

（注）ただし，ヴォーンインデックスと呼ぶことが適当であるかどうかは別として，諮問庁が自主的

に，あるいは事務局の要請に応じて開示請求対象文書の内容を整理した資料を提出している場合

がある。 

 

 

７ 特徴のある事件 

不存在事件，存否応答拒否事件等の特徴のある諮問事件については，以下のとおり

である。 

（単位：件） 

 諮問 

件数 

答申 

件数 

答申結果別の内訳 

妥当でない 
妥当 

である 
 全部を 

妥当でない 

一部妥当

でない 

不存在事件 １４３ １７８ １２ １１ １ １６６ 

存否応答拒否事件 ５５ ４１ ４ ４ ０ ３７ 

文書の特定を争う事件 ８１ ８６ ２５ ２２ ３ ６１ 

逆ＦＯＩＡ事件 ６ ２ １ ０ １ １ 

行政文書等非該当事件 １ ４ ０ ０ ０ ４ 

適用除外事件 ３ ３ ０ ０ ０ ３ 

その他事件 ４１５ ２８８ １０４ １１ ９３ １８４ 

合 計 ７０４ ６０２ １４６ ４８ ９８ ４５６ 
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諮問件数（７０４件）       答申件数（６０２件） 

    
 

答申結果別の内訳 

「妥当でない（一部妥当でないも含む）」（１４６件） 「全部を妥当でない」（４８件）   

   

    
「妥当である」（４５６件） 

 

 

７－１ 不存在事件 

不存在事件については，令和２年度に１４３件の諮問を受け，令和元年度以前の諮

問も含め，１７８件について答申を出している。 

この不存在事件に関する答申のうち，全部を妥当でないとしたもの（文書が存在す
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るとしたもの等）は，１１件（注）である。 

（注）令和２年度（行情）答申第１５８号，第１８５号，第２５５号ないし第２５９号，第２８９号，

第４１７号及び第５３９号並びに令和２年度（独情）答申第３１号 

 

７－２ 存否応答拒否事件 

存否応答拒否事件については，令和２年度に５５件の諮問を受け，令和元年度以前

の諮問も含め，４１件について答申を出している。 

この存否応答拒否事件に関する答申のうち，全部を妥当でないとしたものは，４件

（注）である。 

（注）令和２年度（行情）答申第２７号，第３３８号，第４２８号及び第４９１号 

 

 

７－３ 文書の特定を争う事件 

文書の特定を争う事件については，令和２年度に８１件の諮問を受け，令和元年度

以前の諮問を含め，８６件について答申を出している。 

この文書の特定を争う事件に関する答申のうち，全部を妥当でないとしたものは，

２２件（注）である。 

（注）令和２年度（行情）答申第２１号，第６１号ないし第６４号，第１１３号，第１２１号，第２

４９号，第３００号，第３０１号，第３０３号，第３１８号，第３１９号，第３３０号，第３５

２号，第３５７号，第４５０号，第４７３号及び第４９５号並びに令和２年度（独情）答申第６

号，第３０号及び第４７号 

 

７－４ 逆ＦＯＩＡ（第三者不服申立て）事件 

処分庁が開示するとした部分について，第三者が当該部分の不開示を求める逆ＦＯ

ＩＡに関する事件については，令和２年度に６件の諮問を受け，令和元年度以前の答

申も含め，２件の答申を出している。 

 

７－５ 行政文書等非該当事件 

行政文書等非該当事件については，令和２年度に１件の諮問を受け，令和元年度以

前の諮問も含め，４件の答申を出している。 

 

７－６ 適用除外事件 

適用除外事件については，令和２年度に３件の諮問を受け，令和元年度以前の諮問

を含め，３件について答申を出している。 

 

 

８ その他 

原処分について，「違法」等であるとして取り消すべきとした答申については次のと

おりである。 

 

８－１ 理由の提示の不備 

原処分は理由の提示に不備がある違法なものであるとして，これを取り消すべきと

した答申は，３件（注）である。 

（注）令和２年度（独情）答申第７号，第１９号及び第４３号 
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８－２ 形式上の不備 

形式上の不備を理由に不開示とした原処分について，これを取り消すべきとした答

申は，３件（注）である。 

（注）令和２年度（行情）答申第２７４号ないし第２７６号 
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Ⅲ 個人情報保護 

 

１ 諮問・答申件数 

令和２年度の諮問件数は２４５件，答申件数は２３３件である。 

なお，平成１３年度から令和２年度までの総諮問件数は３，６７８件，総答申件数は

３，３４２件であり，令和２年度末時点で審議中の件数は２３３件である。 

 

○個人情報保護関連 

[令和２年度]                   （単位：件） 

 諮問件数 答申件数 取下件数 

行政機関 １９２ １９１ ７ 

独立行政法人等 ５３ ４２ １ 

合  計 ２４５ ２３３ ８ 

 

     （単位：件） 

 行政機関 独立行政法人等 

諮問件数 答申件数 取下件数 諮問件数 答申件数 取下件数 

開示請求関連 １６７ １６７ ７ ４４ ３３ ０ 

訂正請求関連 １９ １８ ０ ９ ９ １ 

利用停止請求関連 ６ ６ ０ ０ ０ ０ 

合 計 １９２ １９１ ７ ５３ ４２ １ 

 

 

［平成１７年度～令和２年度］                   （単位：件） 

 諮問件数 

 

（a） 

答申件数 

 

（b） 

取下件数 

 

（c） 

審議中の件数 

(令和２年度末) 

（a-b-c） 

行政機関 ２，８３２ ２，５６４ ７９ １８９ 

 開示請求 ２，５４９ ２，３０９ ７３ １６７ 

 訂正請求 １９９ １７７ ４ １８ 

 利用停止請求 ８４ ７８ ２ ４ 

独立行政法人等 ８４６ ７７８ ２４ ４４ 

 開示請求 ７２３ ６６３ ２１ ３９ 

 訂正請求 ９８ ９０ ３ ５ 

 利用停止請求 ２５ ２５ ０ ０ 

合  計 ３，６７８ ３，３４２ １０３ ２３３ 

 開示請求 ３，２７２ ２，９７２ ９４ ２０６ 

 訂正請求 ２９７ ２６７ ７ ２３ 

 利用停止請求 １０９ １０３ ２ ４ 

（注）答申件数の行政機関と独立行政法人等の別は諮問時の別による。 
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２ 答申結果の分類 
令和２年度に出された答申件数（２３３件）のうち，諮問庁の判断は妥当でないとし

たもの（一部妥当でないとしたものを含む。）は，７８件（３３．５％）である。 
 

 行政機関 独立行政法人等 合計 

諮問庁の判断は妥当でな

いとしたもの 

６件 

（３．１％） 

５件 

（１１．９％） 

１１件 

（４．７％） 

諮問庁の判断は一部妥当

でないとしたもの 

５８件 

（３０．４％） 

９件 

（２１．４％） 

６７件 

（２８．８％） 

小計（諮問庁の判断は妥当でない (一部妥当でないも含む) としたもの） 
７８件 

（３３．５％） 

諮問庁の判断は妥当であ

るとしたもの 

１２７件 

（６６．５％） 

２８件 

（６６．７％） 

１５５件 

（６６．５％） 

合 計 
１９１件 

（１００％） 

４２件 

（１００％） 

２３３件 

（１００％） 

 

答申結果の内訳 

行政機関         独立行政法人等 

       

 

 

３ 平均処理期間・審議回数 

令和２年度の答申（２３３件）について，平均処理期間は２８５．８日，平均審議回

数は２．６回であり，最短の事件では４３日で処理が終了しており（令和２年度（行個）

答申第５０号），最長の事件では７７６日かかっている（令和２年度（行個）答申第１４０号）。 

なお，インカメラ決定のみであった審議を除いた平均審議回数は，２．１回である。 

答申までの所要日数の分布をみると，全体の約２分の１は１０か月以内で答申を出し

ており，全体の約４分の３は１２か月以内に答申を出している。 
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４ 口頭意見陳述，口頭説明聴取等の実績 

令和２年度の答申（２３３件）についてみると，不服申立人等から口頭意見陳述を聴

取したとする記載のあるものはなく，諮問庁から口頭説明を聴取したとする記載のある

ものもない。また，調査審議の経過欄に，「参考人」と記載のあるものもない。 

 

 

５ インカメラ 

令和２年度の答申（２３３件）についてみると，対象保有個人情報を見分したとの記

載があるのは１２０件となっている。 

（注）答申の調査審議の経過欄に，「本件対象保有個人情報の見分」等と記載されている答申数である。

対象保有個人情報が不存在である場合，存否応答拒否の正当性が争われている場合，一定の様式に

記入された個人情報であり，その記載項目によって開示・不開示の判断が可能な場合など，事柄の

性格上インカメラ審理を要しない場合がある。 

 

 

６ ヴォーンインデックス 

令和２年度の答申（２３３件）についてみると，諮問庁から設置法９条３項の資料

（ヴォーンインデックス）の提出を受けたとの記載があるものはない。 

（注）ただし，ヴォーンインデックスと呼ぶことが適当であるかどうかは別として，諮問庁が自主的に，

あるいは事務局の要請に応じて対象保有個人情報の内容を整理した資料を提出している場合がある。 

 

 

７ 特徴のある事件 

不存在事件，存否応答拒否事件等の特徴のある諮問事件については，以下のとおりで

ある。 

答申所要日数 

（
件
数
） 

（所要日数） 
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（単位：件） 

 諮問 

件数 

答申 

件数 

答申結果別の内訳 

妥当でない 
妥当 

である 
 全部を 

妥当でない 

一部妥当

でない 

不存在事件 ２８ ４０ ３ ２ １ ３７ 

存否応答拒否事件 ４ ５ ２ ２ ０ ３ 

保有個人情報の特定を争う事件 １４ ２０ １ １ ０ １９ 

逆ＦＯＩＡ事件 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

保有個人情報非該当事件 ７ ２ ２ １ １ ０ 

適用除外事件 ６ ７ ０ ０ ０ ７ 

その他事件 １８６ １５９ ７０ ５ ６５ ８９ 

合 計 ２４５ ２３３ ７８ １１ ６７ １５５ 

                                 

諮問件数（２４５件）         答申件数（２３３件） 
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答申結果別の内訳  

「妥当でない（一部妥当でないも含む）」（７８件）  「全部を妥当でない」（１１件）       

     

 

「妥当である」（１５５件） 

 

  

７－１ 不存在事件 

不存在事件については，令和２年度で２８件の諮問を受け，令和元年度以前の諮問も

含め，４０件について答申を出している。 

この不存在事件に関する答申のうち，全部を妥当でないとしたもの（個人情報が存在

するとしたもの等）は，２件（注）である。 

（注）令和２年度（行個）答申第９３号及び令和２年度（独個）答申第２９号 

 

７－２ 存否応答拒否事件 

存否応答拒否事件については，令和２年度に４件の諮問を受け，令和元年度以前の諮

問も含め，５件について答申を出している。 

この存否応答拒否事件に関する答申のうち，全部を妥当でないとしたものは２件

（注）である。 

（注）令和２年（行個）答申第１０９号及び第１７９号 

 

７－３ 保有個人情報の特定を争う事件 

保有個人情報の特定を争う事件については，令和２年度に１４件の諮問を受け，令和
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元年度以前の諮問を含め，２０件について答申を出している。 

この保有個人情報の特定を争う事件に関する答申のうち，全部を妥当でないとしたも

のは，１件（注）である。 

（注）令和２年度（行個）答申第１４５号 

 

７－４ 逆ＦＯＩＡ（第三者不服申立て）事件 
処分庁が開示するとした部分について，第三者が当該部分の不開示を求める逆ＦＯ

ＩＡに関する事件については，令和２年度に諮問を受けておらず，答申も出していな

い。 

 

７－５ 保有個人情報非該当事件 

保有個人情報非該当事件については，令和２年度に７件の諮問を受け，令和元年度以

前の諮問も含め，２件の答申を出している。 

この保有個人情報非該当事件に関する答申のうち，全部を妥当でないとしたものは，

１件（注）である。 

（注）令和２年度（独個）答申第１２号 

 

７－６ 適用除外事件 

適用除外事件については，令和２年度に６件の諮問を受け，令和元年度以前の諮問を

含め，７件について答申を出している。 

 

 

８ その他 

原処分について，「違法」等であるとして取り消すべきとした答申については，次の

とおりである。 

 

○ 理由の提示の不備 

原処分は理由の提示に不備がある違法なものであるとして，これを取り消すべきとし

た答申は，２件（注）である。 

（注）令和２年度（独個）答申第９号及び第２２号 
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Ⅳ  付言の実績 

当審査会では，答申において，諮問庁（又は処分庁）における情報公開・個人情報保護

制度の運用が不適切である場合や，同制度の運用そのものの問題ではないとしても，同制

度の円滑かつ適切な運用を行うために必要な措置について付言を行うことがある。 

令和２年度の答申を整理すると，１６５件の答申において付言がみられ，開示決定等の

理由の提示など１４の項目にわたって意見が述べられている。 

主な項目別件数としては，開示決定等の理由の提示に関する付言（６３件），が最も多

く，続いて，開示決定等における対象文書の表記に関する付言（３２件），諮問の遅れ・

早期諮問に関する付言（２２件），文書等の特定に関する付言（１２件），開示決定の迅

速・的確化に関する付言（１０件）などという順になっている。 

各項目の主な付言の該当部分は，以下のとおりである。 

（注） 一つの答申において，複数の項目にわたって付言しているものもある。 

１） 開示決定等の理由の提示について付言したもの（６３件）

・ 原処分に係る行政文書不開示決定通知書の「不開示とした理由」において，不開示条

項の内容を引用して記載しているものの，本件存否情報が，具体的にいかなる理由によ

り法５条６号イに定める不開示情報に該当するのかについて記載されておらず，本件不

開示決定における理由の提示は，行政手続法８条１項の趣旨に照らし，適切さを欠くも

のであるといわざるを得ない。諮問庁においては，処分庁に対し，今後，処分に当たっ

て適切な事務処理を行うよう指導することが望まれる。 

（令和２年度（行情）答申第３０９号） 

・ 本件不開示決定通知書には，不開示とした理由について，「保有していない」旨記載

されているところ，一般に，保有個人情報の不存在を理由とする不開示決定に際しては，

単に保有個人情報を保有していないという事実を示すだけでは足りず，保有個人情報が

記録された行政文書を作成又は取得していないのか，あるいは作成又は取得した後に廃

棄又は亡失したのかなど，なぜ当該保有個人情報が存在しないかについても理由として

付記することが求められる。 

したがって，原処分における理由付記は，行政手続法８条１項の趣旨に照らし，適切

さを欠くものであり，処分庁においては，今後の対応において，上記の点に留意すべき

である。 

（令和２年度（行個）答申第２号） 

など 

２）開示決定等における対象文書の表記について付言したもの（３２件）

・ 別紙の１及び２のとおり，処分庁は，本件開示請求を受けて特定した文書名として，

本件請求文書と同一の文書名を開示決定通知書に記載した上で，別紙の３に掲げる文書

を開示したものであるが，本来は，開示決定通知書には，特定した文書名としてそれら

の文書の名称を記載すべきであったのであるから，今後，この点に留意して適切に対応

することが望まれる。 
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（令和２年度（行情）答申第６１号） 

・ 処分庁は，本件開示請求を受けて特定した保有個人情報の名称として，本件開示請求

書に記載された文書名と同一の文書名を本件開示決定通知書に記載した上で，本件対象

保有個人情報を一部開示したものであるが，本来，特段の支障がない限り，開示決定通

知書には，特定した保有個人情報が記録された文書の名称を具体的に記載すべきであっ

たのであるから，処分庁においては，今後，この点に留意して適切に対応することが望

まれる。 

（令和２年度（行個）答申第１２号） 

など 

 

３）諮問の遅れ・早期諮問について付言したもの（２２件） 

・ 本件諮問は，異議申立て後，約１４年が経過してから行われていることにつき，当審

査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，諮問庁からは，本件諮問に際して事

実関係を確認するのに時間を要したとの説明があった。しかしながら，本件異議申立て

の趣旨及び理由に照らしても，諮問を行うまでにこれほどまでの長期間を要するものと

は到底考え難く，本件諮問は，遅きに失したといわざるを得ない。 

このような対応は，「簡易迅速な手段」による処理とはいえず，行政不服審査制度の

存在意義を否定しかねない極めて不適切なものである。諮問庁においては，今後，開示

決定等に対する不服申立事件における処理に当たって，迅速かつ的確な対応が強く望ま

れる。 

（令和２年度（行情）答申第１１９号） 

など 

 

４）文書等の特定について付言したもの（１２件） 

・ 本件行政文書開示等決定通知書には，文書１０を不開示とした理由について，「法５

条３号及び５号に定める不開示情報に該当するため，不開示とした。」旨の記載がされ

ているが，上記２において諮問庁は，実際は，本件開示請求及び原処分のいずれの時点

においても作成・取得していなかったと説明する。 

  処分庁は，国家安全保障会議に係る資料を求める同種の開示請求に対する処分になら

って，文書１０の保有の有無を実際に確認せず，これを特定して，法５条各号に該当す

る情報が記載されていることを理由に不開示とする原処分を行い，諮問庁も漫然と，こ

のような処分庁の対応を妥当であるとして本件諮問を行ったものといわざるを得ない。

処分庁及び諮問庁は，今後，同様のことがないよう文書管理を含め，的確かつ慎重な対

応をすべきである。 

（令和２年度（行情）答申第２６２号） 

・ 本件審査請求は，本件対象文書の開示を求めるものであり，文書の特定については争

われていないが，上記２のとおり，本件においては，本来，本件開示請求に該当する文

書として特定されるべき多数の文書が，その存在を一切明らかにされないまま，実質的

に本件開示請求の対象外とされていたものであり，処分庁のこのような対応は疑念を生
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じさせるばかりか，甚だ不当であるといわざるを得ない。 

したがって，処分庁は，改めての開示決定等に当たっては，本件開示請求の対象とな

り得る文書の特定を慎重かつ適切に行い，これらの文書も含めて適正に開示決定等を行

うべきである。 

（令和２年度（独情）答申第３８号） 

など 

 

５）開示決定の迅速・的確化について付言したもの（１０件） 

・ 処分庁は，開示請求を受理してから，法１０条１項に規定する開示決定等の期限を過

ぎ，原処分を行っているが，この処理期限に関して，同条２項に基づく期限延長の通知

を行っていない。 

  この通知の欠如は，法の規定に反した不適切な措置であったと認められ，今後は，法

の制度趣旨を十分に理解した上での迅速かつ適切な対応が望まれる。 

（令和２年度（独情）答申第２２号） 

など 

 

６）審査会への対応について付言したもの（６件） 

・ 本件諮問については，諮問庁から理由説明書の提出を受けた後に，当審査会が審議す

るに当たって確認が必要であった事実関係等に係る追加的な説明を求めたにもかかわら

ず，長期間回答がなされない状況が続いた。 

このような諮問庁の対応は，当審査会の審議に多大な支障を生じさせ，「簡易迅速な

手続」による処理の妨げとなるものである。 

諮問庁においては，今後，開示決定等に対する不服申立事件における処理につき，当

審査会の照会への回答を含め，迅速かつ的確な対応が強く望まれる。 

（令和２年度（行情）答申第２７４号） 

など 

 

７）開示の実施手続について付言したもの（５件） 

・ フローチャート頁の不開示部分について，審査請求人は上記第２の２（１）ウ（ウ）

及び（２）オのとおり，通訳人の署名欄を除いて全部開示するよう主張しているところ，

当審査会において，原処分に基づき開示が実施された文書を確認したところによれば，

上記フローチャート頁の一部が判読できない状態になっていたことが認められる。 

この点について，諮問庁は，上記第３の４のとおり，一部が判読できない状態になっ

ていたが，当該フローチャート頁（通し頁の１３９頁）は通訳人の署名欄以外に不開示

とすべき部分はないことから，再度，通訳人の署名欄以外が判読できる状態の文書の開

示を実施する旨説明する。 

上記のとおり，処分庁の原処分に基づく開示の実施には不備があったものと認められ

るところであり，処分庁においては，今後の開示請求への対応に当たり，原処分に即し

た適正な開示の実施に留意すべきである。 
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（令和２年度（行個）答申第１３３号） 

など 

 

８）開示決定等通知書の不適切な記載について付言したもの（５件） 

・ 本件では，原処分に係る開示等決定通知書の３（１）及び（４）において２枚目以降

を不開示とした旨記載されている文書１ないし文書４，文書２１及び文書２４について，

同通知書別紙第１には，開示決定等の対象として特定した文書の名称の末尾に「（１枚

目）」と明らかに誤った記載がなされていることが認められる。かかる記載の誤りは，

当該文書の１枚目のみを当該決定の対象として特定したとの誤解を与えかねないもので

あり，原処分においては，慎重さに欠ける不適切な対応であったといわざるを得ず，処

分庁においては，今後，開示決定等に当たっては同様の事態が生じないよう，正確かつ

慎重な対応が望まれる。 

（令和２年度（行情）答申第１８２号） 

など 

 

９）補正に関する対応について付言したもの（５件） 

・ 審査請求人が一通の開示請求書に記載した文書名のうち，文書４及び文書５の名称が

同一であったにもかかわらず，処分庁は，審査請求人に対して確認等を行うことなく開

示請求を受け付け，これを保有していないとして不開示とする各決定を行った。 

処分庁は，本来，審査請求人に対し，同一の文書名が記載されていることについて確

認・求補正等をすべきであったのであるから，処分庁においては，今後，この点に留意

して適切に対応することが望まれる。 

（令和２年度（行情）答申第３７０号及び同第３７１号） 

など 

 

１０）開示・不開示の判断について付言したもの（４件） 

・ 法６条１号は，開示請求に係る文書の一部に法５条各号に定める不開示情報が記録さ

れている場合において，当該部分を容易に区分して除くことができるときは，当該部分

を除いた部分につき開示しなければならないと定めている。 

  原処分は，不開示部分に係る法の適用条項として，法５条１号，２号イ，４号及び６

号イを挙げ，本件対象文書を全部不開示としているが，その際，処分庁は，様式部分を

始め上記各号のいずれにも該当しない部分を区分して部分開示を行うための検討を行っ

ていない。処分庁においては，今後，法の規定を踏まえ，不開示部分についての判断を

適切に行う必要がある。 

（令和２年度（行情）答申第２３４号） 

など 

 

１１）情報提供について付言したもの（３件） 

・ 審査請求人は，文書１について，８，０００枚近くに及ぶ頁のうち，延岡南道路に関
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係する記載のある部分はそのうちのごく一部であったにもかかわらず，そのことが事前

に通告されなかったために，本来負担する必要のなかった手数料を負担せざるを得なか

ったことにつき，情報公開制度の根幹を揺るがす問題である旨主張する。 

請求文書に対し，該当する行政文書を，情報単位ではなく，文書単位で全て特定する

ことは，法が予定する文書開示の方法であり，原処分を不適法とまではいえないが，文

書１が実質は８件の決裁文書から構成され，そのうち本件請求文書に該当する部分につ

いて，容易に区分が可能であったことを踏まえると，審査請求人が必要とする部分のみ

開示の実施を希望することができるよう，開示の実施に先だってその旨情報提供を行う

等，適切に案内をすることも可能であったといわざるを得ない。諮問庁は今後の対応に

ついて改善に努めるとしており，当審査会としても，それに期待するものである。 

（令和２年（行情）答申第１１５号） 

など 

 

１２）文書管理について付言したもの（３件） 

・ 諮問庁の説明（上記第５の２（１）ウ及びエ）によると，愛知労働局においても，管

内監督署へのアナライザーの貸出日が先になる場合等には，担当職員がメモを取ること

があるが，これを組織内で共有することはなく，担当職員限りで廃棄しているとのこと

である。 

担当職員の上記メモについては，重要物品の「物品増減及び現在額報告書」が毎年厚

生労働大臣名で作成されていること（物品管理法３７条），物品供用官は物品を「使用

する職員を明らかにしておかなければならない」こと（物品管理法施行令２７条）等を

踏まえると，貸出簿等使用の記録が取られていない愛知労働局の現状の下では，アナラ

イザーを使用する職員を「明らかにする」文書の一つであることを推認し得るところで

ある。本件各審査請求時点においては，既に処分済みとのことであるが，処分庁におい

ては，今後，上記のメモが，担当職員から物品供用官に対する報告等重要物品の適切な

管理のため，組織で共有する必要が本当にないものかどうか，真摯に検討することが望

まれる。 

（令和２年度（行情）答申第１５５号及び同第１５６号） 

など 

 

１３）開示決定等に係る調査不足について付言したもの（１件） 

・ 処分庁が本件対象保有個人情報を「保有していない」ことを理由に不開示とする原処

分を行ったところ，諮問庁は，諮問に当たり，本件対象保有個人情報を特定し，本件対

象保有個人情報については，刑事訴訟法５３条の２第２項の定める適用除外に該当する

ため，法第４章の規定は適用されない旨の説明を行っている。 

  今後，より丁寧な文書探索を行うことや適用除外規定を始めとする法の正しい理解を

徹底し，事務を適正に処理することが望まれる。 

（令和２年度（行個）答申第２４号） 
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１４）その他（５件） 

・ 審査請求人は，本件開示請求書の紙面に「追記」し，「大変，恐縮ですが当局の２０

１５～１８年度の活動状況報告書（上記事案に類似する事案を含む）を行政サービス範

囲での提供をお願いします」として，法に基づく開示請求とは別に，行政サービスの範

囲での当該文書の提供を求めている。この求めに対して，処分庁は，本件不開示決定通

知書において，不開示とする旨を通知しているが，いうまでもなく，本来，法に基づく

不開示決定通知書とは別に回答すべきものであり，処分庁における今後の適切な事務処

理が望まれる。 

（令和２年度（行情）答申第２１６号） 

・ 処分庁は，令和元年６月２１日付けの「行政文書開示請求書の補正について」と題す

る文書において，地方自治体が指定金融機関制度を指定することについては，地方自治

法２３５条２項及び地方自治法施行令１６５条２項に定められている旨を情報提供して

いたが，当審査会事務局職員をして，改めて上記法令の適用条項を確認させたところ，

諮問庁は，上記文書における同項との記載は引用誤りであり，正しくは同令１６８条２

項が該当する旨説明するに至った。 

このような経緯に鑑みると，本件開示請求への対応（求補正手続における情報提供の

内容）に不適切な点があったものと認められるところであり，処分庁においては，今後

の開示請求への対応に当たり，適切な対応に留意すべきである。 

（令和２年度（行情）答申第３４１号） 

など 
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【参考】令和２年度に付言を行った答申一覧 

区  分 答 申 番 号 

１）開示決定等の理由の提示につ

いて付言したもの（６３件） 

 

令和２年度（行情）答申第２３号 

令和２年度（行情）答申第５５号 

令和２年度（行情）答申第６６号 

令和２年度（行情）答申第６７号 

令和２年度（行情）答申第６８号 

令和２年度（行情）答申第７５号 

令和２年度（行情）答申第１０７号 

令和２年度（行情）答申第１０９号 

令和２年度（行情）答申第１１０号 

令和２年度（行情）答申第１２０号 

令和２年度（行情）答申第１４５号 

令和２年度（行情）答申第３０９号 

令和２年度（行情）答申第３１０号 

令和２年度（行情）答申第３１２号 

令和２年度（行情）答申第３１７号 

令和２年度（行情）答申第３４３号 

令和２年度（行情）答申第３４４号 

令和２年度（行情）答申第３４５号 

令和２年度（行情）答申第３６０号 

令和２年度（行情）答申第３６６号 

令和２年度（行情）答申第３７８号 

令和２年度（行情）答申第４１１号 

令和２年度（行情）答申第４１２号 

令和２年度（行情）答申第４３８号 

令和２年度（行情）答申第４９６号 

令和２年度（行情）答申第４９７号 

令和２年度（行情）答申第５０１号 

令和２年度（行情）答申第５０５号 

令和２年度（行情）答申第５１４号 

令和２年度（行情）答申第５１６号 

令和２年度（行情）答申第５３９号 

令和２年度（独情）答申第１号 

令和２年度（独情）答申第１１号 

令和２年度（独情）答申第１２号 

令和２年度（独情）答申第２２号 

令和２年度（独情）答申第２５号 

令和２年度（独情）答申第２６号 
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令和２年度（独情）答申第３１号 

令和２年度（行個）答申第２号 

令和２年度（行個）答申第９号 

令和２年度（行個）答申第３６号 

令和２年度（行個）答申第３９号 

令和２年度（行個）答申第４０号 

令和２年度（行個）答申第４４号 

令和２年度（行個）答申第４５号 

令和２年度（行個）答申第９２号 

令和２年度（行個）答申第９３号 

令和２年度（行個）答申第９４号 

令和２年度（行個）答申第１０３号 

令和２年度（行個）答申第１０７号 

令和２年度（行個）答申第１２１号 

令和２年度（行個）答申第１３５号 

令和２年度（行個）答申第１６１号 

令和２年度（行個）答申第１６２号 

令和２年度（行個）答申第１６６号 

令和２年度（行個）答申第１７８号 

令和２年度（行個）答申第１８７号 

令和２年度（独個）答申第１７号 

令和２年度（独個）答申第２２号 

令和２年度（独個）答申第２６号 

令和２年度（独個）答申第２９号 

令和２年度（独個）答申第４１号 

令和２年度（独個）答申第４２号 

２）開示決定等における対象文書

の表記について付言したもの（３

２件） 

令和２年度（行情）答申第６１号 

令和２年度（行情）答申第６３号 

令和２年度（行情）答申第９５号 

令和２年度（行情）答申第１９５号 

令和２年度（行情）答申第１９６号 

令和２年度（行情）答申第１９７号 

令和２年度（行情）答申第１９８号 

令和２年度（行情）答申第１９９号 

令和２年度（行情）答申第２００号 

令和２年度（行情）答申第２０１号 

令和２年度（行情）答申第２１１号 

令和２年度（行情）答申第２４５号 

令和２年度（行情）答申第３４６号 
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令和２年度（行情）答申第３６３号 

令和２年度（行情）答申第４３６号 

令和２年度（行情）答申第４３７号 

令和２年度（行情）答申第５２７号 

令和２年度（行個）答申第１２号 

令和２年度（行個）答申第１３号 

令和２年度（行個）答申第１６号 

令和２年度（行個）答申第１８号 

令和２年度（行個）答申第２６号 

令和２年度（行個）答申第３１号 

令和２年度（行個）答申第４２号 

令和２年度（行個）答申第５１号 

令和２年度（行個）答申第７５号 

令和２年度（行個）答申第１０２号 

令和２年度（行個）答申第１０４号 

令和２年度（行個）答申第１１２号 

令和２年度（行個）答申第１４９号 

令和２年度（行個）答申第１８７号 

令和２年度（独個）答申第２０号 

３）諮問の遅れ・早期諮問につい

て付言したもの（２２件） 

令和２年度（行情）答申第１４号 

令和２年度（行情）答申第２４号 

令和２年度（行情）答申第２５号 

令和２年度（行情）答申第２６号 

令和２年度（行情）答申第２７号 

令和２年度（行情）答申第２８号 

令和２年度（行情）答申第９０号 

令和２年度（行情）答申第１１８号 

令和２年度（行情）答申第１１９号 

令和２年度（行情）答申第１５７号 

令和２年度（行情）答申第２３７号 

令和２年度（行情）答申第２８８号 

令和２年度（行情）答申第３１３号 

令和２年度（行情）答申第３２５号 

令和２年度（行情）答申第３３３号 

令和２年度（行情）答申第３４７号 

令和２年度（行情）答申第３４８号 

令和２年度（行情）答申第５１０号 

令和２年度（行情）答申第５３８号 

令和２年度（行情）答申第５３９号 
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令和２年度（行個）答申第３６号 

令和２年度（行個）答申第８６号 

４）文書等の特定について付言し

たもの（１２件） 

令和２年度（行情）答申第２９号 

令和２年度（行情）答申第４７号 

令和２年度（行情）答申第４８号 

令和２年度（行情）答申第４９号 

令和２年度（行情）答申第５０号 

令和２年度（行情）答申第５１号 

令和２年度（行情）答申第２１４号 

令和２年度（行情）答申第２６２号 

令和２年度（独情）答申第３８号 

令和２年度（行個）答申第１５号 

令和２年度（行個）答申第５８号 

令和２年度（行個）答申第１４８号 

５）開示決定の迅速・的確化につ

いて付言したもの（１０件） 

 

令和２年度（行情）答申第２６３号 

令和２年度（行情）答申第２６６号 

令和２年度（行情）答申第３０５号 

令和２年度（行情）答申第３０６号 

令和２年度（行情）答申第３０７号 

令和２年度（行情）答申第３２３号 

令和２年度（独情）答申第２２号 

令和２年度（行個）答申第８２号 

令和２年度（行個）答申第１５３号 

令和２年度（行個）答申第１５７号 

６）審査会への対応について付言

したもの（６件） 

令和２年度（行情）答申第２３７号 

令和２年度（行情）答申第２７４号 

令和２年度（行情）答申第２７５号 

令和２年度（行情）答申第２７６号 

令和２年度（行情）答申第２７７号 

令和２年度（行情）答申第５３８号 

７）開示の実施手続について付言

したもの（５件） 

令和２年度（行情）答申第４７０号 

令和２年度（行個）答申第１３３号 

令和２年度（行個）答申第１４８号 

令和２年度（行個）答申第１５３号 

令和２年度（行個）答申第１５７号 

８）開示決定等通知書の不適切な

記載について付言したもの（５

件） 

令和２年度（行情）答申第４６号 

令和２年度（行情）答申第１８２号 

令和２年度（行情）答申第４１５号 

令和２年度（行情）答申第４１８号 
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令和２年度（行情）答申第４５２号 

９）補正に関する対応について付

言したもの（５件） 

令和２年度（行情）答申第２０号 

令和２年度（行情）答申第３０７号 

令和２年度（行情）答申第３７０号 

令和２年度（行情）答申第３７１号 

令和２年度（独個）答申第２６号 

１０）開示・不開示の判断につい

て付言したもの（４件） 

令和２年度（行情）答申第９４号 

令和２年度（行情）答申第１１３号 

令和２年度（行情）答申第２３４号 

令和２年度（行情）答申第２４７号 

１１）情報提供について付言した

もの（３件） 

令和２年度（行情）答申第３７号 

令和２年度（行情）答申第３８号 

令和２年度（行情）答申第１１５号 

１２）文書管理について付言した

もの（３件） 

令和２年度（行情）答申第１５５号 

令和２年度（行情）答申第１５６号 

令和２年度（独情）答申第６号 

１３）開示決定等に係る調査不足

について付言したもの（１件） 

令和２年度（行個）答申第２４号 

１４）その他（５件） 令和２年度（行情）答申第２１６号 

令和２年度（行情）答申第３４０号 

令和２年度（行情）答申第３４１号 

令和２年度（独情）答申第９号 

令和２年度（行個）答申第１２５号 

（注） 令和２年度（行情）答申第２３７号，第３０７号，第５３８号，第５３９号及び令和２年度（独

情）答申第２２号並びに令和２年度（行個）答申第３６号，第１４８号，第１５３号，第１５７号，

第１８７号及び令和２年度（独個）答申第２６号においては，複数の項目にわたって付言している。 
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